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民間人材ビジネスに対する指導監督状況をとりまとめました 

～ 延べ４，５０６事業所に指導監督を実施、３事業主に対して行政処分 ～ 

  

東京労働局（局長：増田 嗣郎）は、令和７年度における民間人材ビジネス（労働者派遣事業、

職業紹介事業等）に係る指導監督状況を取りまとめましたので、公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚 生 労 働 省 

東 京 労 働 局 発 表 

令和８年６月１９日 

 
<令和７年度指導監督の概要> 

 

【行政処分】 

☆ 派遣元事業主（３事業主）に対して事業停止命令等を発出。 

 

【行政指導】 

☆ 労働者派遣事業延べ３，２２３事業所、職業紹介事業延べ９５４事業所、請

負事業等延べ３２９事業所（計延べ４，５０６事業所）に対して、指導監督を実

施。（表１参照） 

☆ 指導監督を行った事業所に対する是正指導（文書指導）を、労働者派遣関

係３，０３４件、職業紹介関係１，０７３件、請負事業等関係１０３件 

（計４，２１０件）実施。（表２参照） 
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Ⅰ 行政処分の実施状況 

   令和７年度は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法

律（昭和 60年法律第 88号。以下「労働者派遣法」という。）に基づき、３事業主に対して行政処

分を行いました。 

・労働者派遣事業停止命令（労働者派遣法第 14条第２項）・・・・・・・２件 

・労働者派遣事業業務改善命令（労働者派遣法第 49条第１項）・・・・３件 

 

 事業区分 処分理由 処分内容 処分日 

１ 派遣元事業主 
 法定の除外理由なく労働者供給事業

を行った。 
〇業務改善命令 令和７年５月２１日 

２ 派遣元事業主 
 法定の除外理由なく労働者供給事業

を行った。 

○事業停止命令 

〇業務改善命令 
令和７年６月２日 

３ 派遣元事業主 
 法定の除外理由なく適用除外業務で

の労働者派遣を行った。 

○事業停止命令 

〇業務改善命令 
令和７年７月３０日 

 

Ⅱ 行政指導の実施状況 

令和７年度は延べ４，５０６事業所に指導監督を実施し、４，２１０件の是正指導（文書指導）

を行いました。 

表１ 指導監督を実施した延べ事業所数 

 令和７年度 令和６年度 対前年度比 

計 4,506事業所 4,291事業所 5.0% 

労働者派遣事業 3,223事業所 3,135事業所 2.8% 

請負事業 111事業所 81事業所 37.0% 

職業紹介事業 954事業所 1,038事業所 ▲8.1% 

その他 218事業所 37事業所 489.2% 

 うち募集情報等提供事業 200事業所 26事業所 669.2% 

表２ 是正指導（文書指導）を行った件数 

 令和７年度 令和６年度 対前年度比 

計 4,210件 4,010件 5.0% 

労働者派遣事業 3,034件 3,013件 0.7% 

請負事業 40件 57件 ▲29.8% 

職業紹介事業 1,073件 920件 16.6% 

その他 63件 20件 215.0% 

 うち募集情報等提供事業 37件 10件 270.0% 
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表３ 主な指導内容 

（１）労働者派遣事業に関するもの  

① 派遣元事業主に対する指導内容 

  ○労使協定の締結（労働者派遣法第３０条の４第１項） 

    ・労使協定の内容に不備がある。 

  ○就業条件の明示（労働者派遣法第３４条第１項） 

    ・就業条件の明示がなされていない、あるいは明示の内容に不備がある。 

 ○派遣元管理台帳（労働者派遣法第３７条第１項） 

 ・派遣元管理台帳の記載内容に不備がある。 

○マージン率等の情報提供（労働者派遣法第２３条第５項） 

 ・関係者に対しマージン率等の情報提供が適切に行われていない。 

  
○比較対象労働者の情報提供が無い場合の派遣契約締結の禁止（労働者派遣法第２６条第９項） 

 ・派遣先から比較対象労働者の待遇等に関する情報提供がないまま派遣契約を締結した。 

 

② 派遣先に対する指導内容 

○派遣先管理台帳（労働者派遣法第４２条第１項） 

 ・派遣先管理台帳の記載内容に不備がある。 

○労働者派遣契約（労働者派遣法第２６条第１項） 

 ・労働者派遣契約を適正に締結していない。 

○比較対象労働者の待遇等に関する情報提供（労働者派遣法第２６条第７項） 

 ・派遣元事業主へ情報提供していない。 

 

（２）請負業者、発注者に対する指導内容 

  ○労働者供給事業の禁止（職業安定法第４４条） 

    ・請負契約と称して、実態は労働者を供給し、又は受け入れている。 

  ○就業条件の明示（労働者派遣法第３４条第１項等） 

    ・就業条件の明示がなされていない。 

 

（３）職業紹介事業者に対する指導内容 

  ○職業紹介事業の事業実績等の情報提供（職業安定法第３２条の１６第３項） 

    
・就職者等の事業実績と手数料・返戻金に関する情報をインターネットの利用により適正に提供

していない。 

  ○帳簿書類の備付け（職業安定法第３２条の１５） 

    ・求人求職管理簿が作成されていない、あるいは記載に不備がある。 

○労働条件の明示（職業安定法第５条の３第１項) 

 ・求職者に対して業務の内容、労働契約の期間などを適切に明示していない。 
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Ⅲ 法制度の周知状況 

  民間人材ビジネスに関連する法制度の周知を図るため、派遣元事業主や職業紹介事業者な

どを対象に、オンラインの活用等により研修会及びセミナーを開催しました。 

  令和７年度の実施回数は１２９回（対前年度比３．０％減）、参加人員は１０，００５人（対前年度

比６．９％減）でした。 

令和８年度の開催については、東京労働局のホームページにて随時掲載します。 

（掲載先） 

東京労働局＞ニュース＆トピックス＞労働局からのお知らせ＞需給調整事業部からのお知らせ 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/jyukyu_chousei.html 

対  象 実施回数（回） 参加人員（人） 

派遣元事業主 55 4,044 

 うち同一労働同一賃金セミナー 20 821 

派遣先 20 1,763 

職業紹介事業者 35 3,199 

労働者 8 238 

その他（関係団体等） 11 761 

合 計 129 10,005 

Ⅳ 令和８年度の指導監督方針のポイント 

○ 同一労働同一賃金など派遣労働者の公正な待遇の確保に向けて、労働者派遣事業の

運営が適正に行われるよう、法制度の周知徹底や指導監督を実施。 

○ いわゆる偽装請負や、多重派遣を行う事業者に対しては、行政処分を含む厳正な指導監

督を実施。 

○ 職業紹介事業者及び募集情報等提供事業者に対し、令和 7 年 4 月に改正施行された職

業安定法施行規則及び指針を中心に、適正な業務運営がなされるよう指導監督を実施。

また、いわゆる「スポットワーク求人」を扱う職業紹介事業者及び募集情報等提供事業者に

対し関係部署と連携した指導監督を実施。 

○ 医療・介護・保育分野における職業紹介事業の適正な運営を確保するため、特別相談窓

口での相談対応を実施。また、人材サービス総合サイトを利用した情報公開、利用料金・

違約金の明示等法制度の周知に努め、法違反が疑われる場合には指導監督を実施。 

 

＜参考：東京労働局管内許可事業所数の推移＞ 各年度末現在 

  
労働者派遣事業 職業紹介事業 

事業所数 対前年比 事業所数 対前年比 

令和３年度 12,367 ▲0.7% 9,516 4.8% 

令和４年度 12,386 0.2% 9,796 2.9% 

令和５年度 12,530 1.2% 10,394 6.1% 

令和６年度 12,551 0.2% 10,998 5.8% 

令和７年度 12,595 0.4% 11,591 5.4% 

 


